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ワTキンググループ

レセプ ト情報等の提供に関するワーキ ンググルー プ開催要綱

1 目 的

平成 25年 6月 にとりまとめられた日本再興戦略等において 「国が保有するレセプ ト等
データの利活用を促進するため、幅広い主体による適時の利活用を促すためデータ提供の

円滑化や申出者の範囲について検討する」と決定されたことを踏まえ、レセプ ト情報等の

提供に関する有識者会議 (以 下 「本会議」とい う。)において 「L/セ プ ト情報・特定健診

等情報データの利活用の促進に係る中間とりまとめ」が報告され、その中でレセプ ト情報

等の提供に関するワーキンググループ (以 下 「ワーキンググループ」 とい う。)の設置が

求められた。

ワーキンググループは、試行的な集計表の提供を通 じ課題を洗い出し、レセプ ト情報等
の民間提供も踏まえたレセプ ト情報等の提供に関するガイ ドラインの見直しの検討を行い

本会議に報告することを目的とする。

2 検討項目

(1)民間の試行的な申出に対するデータ提供を踏まえた利用者の範囲。

(2)民間にデータ提供する場合のデータ項目を集計 した集計表の作成方法、セキュリテ

ィ要件及び公表要件等。

3 構 成

(1)ワーキンググループは、別紙のとおり、レセプト情報等の分析関する専門家で構
成する。

構成員の任期は、平成 27年 3月 31日 までとする。

(2)ワ ーキンググループの座長は、ワーキンググループの構成員の中から互選により
それぞれ選出することとする。座長は、ワーキンググループの事務を総理 し、ワーキ
ンググループを代表することとする。

座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する構成員が、その職務を代行

することとする。

(3)ワ ーキンググループの座長は、集計表の内容に応 じ、補充的に専門家による意見

陳述、関係資料や意見書の提出等を求める。

(4)構成員に欠員が生 じたとき新たに任命 された構成員の任期は、前任者の残任期間

とする。

4運 営

(1)ワーキンググループは、必要に応 じ、随時開催する。

(2)ワ ーキンググループの座長は、必要に応 じ持ち回 りによる開催 とすることができ
る。

(3)ワーキンググループは、特別な配慮が必要と認められるので、非公開で行 う。



(4)ワ ーキンググループの庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険システ

ム高度化推進室において処理する。

(5)1か ら 4までに定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、

座長がワーキンググループに諮って定めることとする。

附 則

この要綱は、平成 26年 6月 19日 から施行する。

附 則

この要綱は、平成 26年 10月 17日 から施行する。
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新

レセプ ト情報等の提供に関するワーキンググループ開催要綱

目 的

平成 25年 6月 にとりまとめられた日本再興戦略等において「国が保有するレセプト等データの利活用を促

進するため、幅広い主体による適時の利活用を促すためデータ提供の円滑化や申出者の範囲について検討す

る」と決定されたことを踏まえ、レセプ ト情報等の提供に関する有識者会議 (以下「本会議」という。)にお

いて「レセプト情報・特定健診等情報データの利活用の促進に係る中間とりまとめ」が報告され、その中で

レセプト情報等の提供に関するワーキンググループ (以下「ワーキンググループ」という。)の設置が求めら

れた。

ワーキンググループは、試行的な集計表の提供を通じ課題を洗い出し、レセプ ト情報等の民間提供も踏ま

えたレセプ ト情報等の提供に関するガイ ドラインの見直しの検討を行い本会議に報告することを目的とす

る。

検討項目

(1)民間の試行的な申出に対するデータ提供を踏まえた利用者の範囲。

(2)民間にデータ提供する場合のデータ項目を集計した集計表の作成方法、セキュリティ要件及び公表要

件等。

構 成

(1)ワ ーキンググループは、別紙のとおり、レセプ ト情報等の分析関する専門家で構成する

構成員の任期は、平成 27年 3月 31日 までとする。

(2)ワーキンググループは、

書の提出等を求める。

(3)構成員に欠員が生じたと

集計表の内容に応 じ、補充的に専門家による意見陳述、関係資料や意見

き新たに任命された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

運 営

11)ワ ーキンググループは、必要に応じ、随時開催する

(2)ワ ーキンググループは、特別な配慮が必要と認められるので、非公開で行 う。

(3)ワ ーキンググループの庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険システム高度 |ヒ推進室にお

いて処理する。

(4)1か ら 4ま でに定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、ワ=キ ンググル

ープに諮って定めることとする。

附 則

この要綱は、平成 26年 6月 19日 から施行する。

(省略)

(省略)

構 成

(1)ワーキンググループは、別紙のとおり、レセプ ト情報等の分析関する専門家で構成する。
構成員の任期は、平成 27年 3月 31日 までとする。

(2)ワ ーキンググループの座長は、ワーキンググループの構成員の中から互選によりそれぞれ選出す
ることとする。座長は、ワーキンググループの事務を総理し、ワーキンググzレ

「

プを代表立ること
とする。

座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する構成員が、その職務を代行することとする。
(3)ワーキンググループの座長は、集計表の内容に応 じ、補充的に専門家による意見陳述、関係資料

や意見書の提出等を求める。

(4)構成員に欠員が生じたとき新たに任命された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

運 営

(1)ワ ーキンググループは、必要に応じ、随時開催する。

(2)ワ ーキンググループの座長は、必要に応じ持ち回りによる開催とすることができる。
J3)ワ ーキンググループは、特別な配慮が必要と認められるので、非公開で行う。
(4)ワーキンググループの庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険システム高度化推進室にお

いて処理する。                    ´

(5)1から4までに定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、座長がワーキン

ググループに諮って定めることとする。

附 則

この要綱は

附 則

この要網は、

平成 26年 6月 19日 から施行する。

平成 26年 10月 17日 から施行する。
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レセプト情報等の民間利用に関する議論の背

平成25年、「日本再興戦略」、「社会保障制度改革国民会議 報告書」等において、レセプト情報等の利活用
促進について記載がなされている。
これらを踏まえ、レセプト情報等の提供に関する有識者会議においても議論がなされた。

日本再興戦略

平成25年6月 14日 閣議決定抜粋

・医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、
国が保有するレセプト等デニタの利活用を促進する。
このため、民間企業も、行おうとする研究が国の行

きることを含め、デニタ提供の申出者の範囲につい
て周知徹底する。さらにt幅広い主体による適時の

豊醤置号撮モ蓋箋与I「
夕爆体の円滑イじや申出者の

社会保障制度改革国民会議 報告書
～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～

平成25年 8月 6日 抜粋

r― ――――――――――――――――――――――――――――――――………………………………………■
:● 有識者会議における利活用促進の議論については、「レセプト情報・特定健診等情報データの利活用の促進に係る中間 l

l  とりまとめ」(平成26年3月 20日 )において、具体的な報告がなされたところである。                 ]
:● このとりまとめにおいて、民間利用に関する議論は、「5 NDBの活用の範囲について」にて以下のようi千記されている。 |
I    NDBの活用の範囲については、民間組織からのヒアリング等を踏まえ、まず集計表情報11ついて、試行的に提供を行うことと :
:    する。試行的な提供に当たり、その利用目的については、従来の第二者提供の目的に基づき、個別に審査を行うこととする。ま l

i    た、試行的な提供における集計方法等については、有識者会議にワーキンググルァプを設置し、専門的な検討を行うなどの方 l

l   策により実施することとする。                                         1
L_________― ――――――――――――――――――――――――――――――――………………:



試行期間において民間に提供される予定のデータの位置づけについて
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前回までの有識者会議における議論より・
調踊轟瓢

レセプト情報等の民間利用については、試行期間を設定したうえで、その期間にデータ提供にあたつての課題を整理し、

具体的な提供方法を定めていくこととした。

前回までの有識者会議において、試行期間中における民間利用の検討について、今後の検討事項として一定の合意

が得られた事項と、引き続き検討を要するとされた事項■ みヾられた。

【試行期間の設定について】
口 2014年 4月 から2015年 3月 までの 1年間を一つの日途としつつ、

法制度の見直しの動向等も踏まえながら対応する。

【試行期間における模擬申出・審査の実施について】
口 初期の申出および審査は、模擬的なものとして位置づけ、審査は原則

公開で行う。
口 初回の模擬申出に限り、申出者は第18回有識者会議のヒアリングで意

見聴取を行つた者に限定する。
口 模擬申出・審査の知見を踏まえ、民間利用についての具体的な手順を

順次定めていく。

【申出者からの要望内容の集計表化を支援する有識者会議
ワーキンググループの設置について】
口 当有識者会議にワーキンググループを設置し、レセプト情報等の分

析に知見を有する学識者を加え、申出者の要望に基づいた半定型集計

表作成の詳細は、このワーキンググループにおいて検討する体制とする。

ロ レセプト分析の学識者には、当有識者会議構成員も含めることを前提に、

座長のもとで人選する。

【試行期間における、有識者会議審査およびワーキンググ
ループの関係について】
口 当有講者会議において、申出内容について審査を行い、承諾/不承諾

の判断を行う。

【申出者の要件について】
【ワーキンググループを活用した民間提供の仕組みについて】|

口 申出件数が増加することを見据えた場合、ワーキンググループを活用し
|

口 承諾された申出については、ワーキンググループにおいて申出者の要
望を具体的に整理し、半定型集計表として作成するための分析方法や
抽出・集計作業の実現可能性などについて、検討を重ねる。

ロ ワーキンググループでの検討結果を基に、集計表を作成する。

【初回棋擬申出・審査における申出者の限定について】
口 初回模擬申出では、(第 18回有識者会議のヒアリングで意見提供を行つ

た者に)申 出者を限定することで、民間企業のニーズ把握、半定型集計

表の作成体制や作成手法、公表方法や利用者からの意見の収集など
に検討事項を絞ることとする。       ―

口 初回模擬申出での実績を踏まえた上で、申出者の要件や申出受付手続

き等についての課題を明らかにし、より具体的な申出者の要件の定義に
ついて検討をすすめていく。

【試行期間中の申出における、成果物の事前確認について】
口 有識者会議の場で完成した成果物に対する事前確認を必須とする。
口 試行期間終了時に、有識者会議における事前確認を必須とするかどう

かについて、改めて検討する。

【民間利用者による公表方法について】
口 試行期間においては申出者によるウェブサイトでの公表を必須にすると

ともに、有識者会議での確認を経た全ての成果物を公表対象とする。

口 試行期間における成果物の公表およびその影響を踏まえたうえで、その

他の公表方法についての検討も行っていくこととする。
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民間模擬申出について※
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※本資料3ページロ以降は第21回有識者会議資料1からの抜粋



民間模擬申出への第21回有識者会議審査方針

(概要 )

>第 18回有識者会議のヒアリングで意見提供を行つた者のうち、第21回有識者会議へ模擬申出を
行つたのは以下の6件である。

=百
蓬

…

羅 ≡L蟹 劇鷹 豫: ■鷲 渇 各i 観 1:リヨ輌ヨi

4件

(第21回有識者会議民間模擬 申出審査方針について)

>これまでの申出審査においては、主に、平成23年 11月 10日 に行われた第一回申出審査の議論を
もとに、平成24年9月 5日 の有識者会議において提起された「審査方針」が踏襲されてきた。

>民間模擬申出の審査にあたっては、従来の申出審査と手続きにおいても相違があつた。

>この背景をふまえ、これら6件の申出に対する審査方針として、次の二通りの対応案が第21回有
識者会議において検討され、上段の対応をとることとなった。

/今回の審査が「模擬申出審査」であることを踏まえ、今後の審査における課題を洗い出す
意味も込めて、出来る限り幅広く承諾する方向で審査を行う。



審 査 方 針

(研究内容・抽出について)

>「個人の識別可能性を下げる」という原則に鑑み、「対象者が極めて限定される可能性がある」申出は慎重な審
査を行う。

>多 数の項目を用いた探索的研究や、「傷病名レコード」の「傷病名コード」、「診療行為レコード」の「診療行為
コード」、「医薬品レコード」の「医薬品コrド」(DPCレセプトの場合には「診断群分類レコードJの「診断群分類番

号」、「傷病レコード」の「傷病名コード」、「コーディングデータレコード」の「レセプト電算処理システム用コードJも

加える)どれかひとつでも「全て求める」という要望の申出は、慎重な審査を行う。

>「複数の研究」が1申出に盛り込まれている場合は、慎重な審査を行う。

>研究に際して抽出項目の指定や研究目的と抽出項目との関連については、慎重な評価を行う。

>集計表情報作成は、簡略な操作にて作成できるもののみを対象とし(単純なクロス集計など)、 複雑な集計表
の場合は、不承諾とする。

(セキュリティ要件について)

>「情報セキュリティマネジメントシステム(6MS)の、申出者個々の研究環境に応じた合理的な対応」の実践を求
めていることに鑑み、独自のセキュリティ規程が一部もしくは全て欠けている事例は、不承諾とする。

>入 退室の管理が不十分であつたり、利用者以外のアクセスが可能な場所でレセプト情報等が利用される事例
についても、不承諾とする。

>研 究者や所属施設、研究施設が複数 (多数)にまたがる事例については、セキュリティ対策実践の難易度が上
がると想定されるため、その対応について慎重な評価を行う。

>技 術的対策が不十分 (ID管理、外部ネットワークとの接続など)な事例については、不承諾とする。





■ 模擬申出者について

■ 提案内容について

医薬品評価委員会委員長  稲垣 治

日本製薬工業協会 法人の業種1医薬品製造業
協会会員1製薬企業72社 (2014年 4月 1日 現在)

申出概要

分析手法

抽出内容等 性・年齢別

(薬剤Gマ スタを使用)

CD―R

医薬品の市販後安全性評価並びに臨床開発におけるニーズ調査の情報源としてのNDB定型 '

定型表の仕様の検討並びにその利活用の普及啓発

国内の各種疾患の患者数,治療の実態並びに個々の薬剤の使用患者数,使用実態の情報は極
めて重要であるが現状では多くが不明である.網羅性が高く継時的に実態を反映できうる観
点からNDB利用が有用。

1 薬剤使用実態集計 :新医薬品並びに法に基づく副作用報告が一定数を超える医薬品 (成分)について使
用患者数,使用量,使用期間,併用薬,疾患等の頻度等

疾患診療実態定型集計:主傷病名について疾病分類又は!CD-10基 本分類毎の患者数,入院日数,受診診
療科等の基礎的集計
薬剤適応症,禁忌・慎重投与,薬剤行為集計特定の薬剤群の適正使用実態の集計
疾患治療薬要約,疾患治療薬,疾患イベント集計特定の疾患の治療実態,イ ベントの頻度等の集計.

医科 (入/DPC)、 医科外、調剤、歯科 /直近 1年

日本製薬工業協会Webサィト、学会・研究会等での公表

lDl,ID2:当 該機関の処方全患者数 (年、月)、 使用量単位
(mg,g,tab・ ),医療機関施設分類 (病院、診療所)傷病名 (肝疾患有
り等),検査実施状況,平均投与量… etc

会内要望142件を4つの観点で自己評価 し (目 的が安全性開発に合致しているか、集計の複雑さ、結果の妥当性、仕様の合意の得
やすさ)集計表仕様案を提出された。

【結果の妥当性】疾患診療実態等病名の指標を用いる集計に正確性の留意が必要。他データベースとの今後の協調はどう視野に入
るか (医療情報データベース基盤整備事業)

【提供基準】医療機関施設分類についてはどうか。
【共有・公表方法】31き続き検討を要する。 (今後の共有対象は、医薬品の安全監視、並びに臨床開発関係者か)



参考

定
型
集
計

① 塵礎 集計 : レセプト件数、患者数等 各集計の分母情報となえ

② 菫 自!伸 用 車 能 生 l・「 基 太 r年齢 区 分 仁 ):
薬剤の使用思者数、新規患者数、使用期間 、使用量、類栗併用数等
菫壺に二塁立 に設定された薬剤について集計する (0ヽ 0も同じ)

Э 塑
酬

者 数

薮
⑤

■

２ 疾病分類、lCD-10基本分類毎の患者数

E剤適正使用実態の集計として‐般的な種類の桑
「

FI・ r‐ ‐
・

‐■  ‐ 薬罰半 定型集 計 J]

一一
〇

複数の適応症を有する薬剤の適応症毎の患者数、使用期間も使用量など基

礎的な情報を集計する.適応症によって用法用量:使用上の注意が異なる場
合に特に必要となる

他の薬剤半定型集計でも使用される_

⑦

薬剤の禁忌、慎重投与種類 (合併症,併用薬,処置)毎の該当患者数.主に適
正使用の事態評価を行う.注意喚起 (適正使用確保措置)を実施した前後の
経時的な評価によつて措置の浸透状況を評価し,追加の活動の要否の判断を
行う等 「薬剤行為Jにも使用される.

0

薬剤毎の指定された診療行為種類と患者数
安全な使用のため等の為に投与前又は投与中の定期的な実施を求めている
臨床検査,画像検査等の実態を評価する.特に副作用の自発報告数が増加
傾向にある場合に検査等実施の徹底を求める活動の要否判断に使用する.

不 尋 再 い-1口 こ́ 9■ υ′―‐ ■ネ ヨに V′ 区 用 、 ,r“ Л口綱

「

¬ロ ョA・ πヽ 洒らV′ 口

「

●い コF口 iO■ 卜 ■●

る.

新薬開発対象疾患の実態を把握し効率的な治験ll画 を策定する.

ユ
=去

●■ヨヨ′h』ユコ日tilヮ わ L‐ ス ■劇コ :″、日し :、 Iレ :工 Ell И卜●●‐ r― ■●mョトz

l⑩ 轟 壺 治 感 菫 ‐
疾患毎に指定された治療薬毎の患者数 .

新薬開発対象疾患の実態を把握し効率的な治験計画を策定する.

当該疾患の発現をリスクとする製剤の最小化活動の策定に使用する.

③

一

疾患毎に指定されたイベントの発生数

背景としての発生率を把握することで副作用 自発報告等の因果関係評価を高
度化する_
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専務理事 千葉信雄

一般社団法人 日本医療機器テクノロジー協会 法人の業種1医療用器械器具・医療用品製造業
協会会員に75社

■ 提案内容について

申出概要

分析手法

抽出内容等 区分 月別、都道府県別

利用方法‐

CD― R

ポイント 【結果の妥当性】機能区分コー ドとレセプト電算コー ドの対応マスタの整備が必要。今回提案の3事例については、
社会医療診療行為別調査とDPCデータにおける比較検証案が提出された。

【共有・公表方法】弓|き続き検討を要する。
(今後の共有対象は、協会内の部会・委員会あるいは、保険適用希望書を作成する会員企業か。)

医療機器の保険適用希望書記載精緻化と安定供給確保におけるNDB集計表の利活用の検討

社会医療診療行為別調査等の既存情報から、保険適用希望書記載や安定供給確保検討に用いる精緻な情報
は入手し難く、情報の精級化が求められる。季節変動を反映できるNDBの集計が有用である。

全保険者の全レセプトを対象にした、以下の月別、都道府県別
l PTAバルーンカテーテルを用いて、四肢の血管拡張術 .血栓除去術を行つた患者数および使用材料数の算出
2 人工股関節置換術を行つた患者数および使用材料 (人工股関節材料)数の算出
3 持続緩徐式血液濾過術を行つた患者数および持続緩徐式血液ろ過器の使用数の算出

医科 (入/DPC)/2009年 4月 ～ 2014年 3月 診療分

厚生労働省又は当団体Webサィト

1機能区分コードB00213303011または B00213303012 、区分番号K616請求数
2同様に7種の機能区分コード、K0821,K082-31請 求数
3区分番号」038-2に基づく1回以上請求した患者数・機能区分コード B00204004に 基
づく請求数



参考

平成24年度「社会医療診療行為別調査」と「DPCデータ」の調査概要比較

の年間手術数の比較 (事例②)

表3-2.『社会■●●●行為用■壼JとrDPr~夕 Jにおける人エロ

"置
換備・肩・段・臓(K032D、

人エロ飾再置換術《k032‐31)の 年間●者菫と手術回数の比較

考察 :

・K0821に ついて「社会医療行為静薇行為別調査Jの DPC対象病院の手術回数を12倍した数1置と、「OPモデータ」の
数値はほぼ同じであつた。「社会E薇行為鰺療行為別調査Jの値を用いたκ0321の 年間実施件敦・感者数推計は
ある程度の構度を有している可能性がある.

・К032‐ 31に ついて、「社会E薇行為静療行為別欄■ Jの DPC対象■院の手術件数を12倍した数値と、rDPCデータJ

の数値に大きな手離があり、幸節
=動

等の影響を受けている可能性がある。どちらのデータも正しい場合、K082,31

はOPCr腱以外で多く案鮨されていることになる.

11響瞥雹FF■■,111■讐

=J2壇
111ソ■T■■2年間実縮件政・●書数推計は輌度が低い可驚性がある。

1)出■ : https;ノ/w― eぅいt go Jp/SG l漁 statrG“撻●20103 do2_toCt0302010ミ ユ

“

5tiO“嘔ゆ011111■ 98requ‐ tttnder・ e“●::
「第4衰 饉科鯵療 (総数 -1雄数)件散・譲療実日数・実施件散・回数。点数_裕 薇行島(相 分類)、 一般饉魔‐検期饉僚、
病院 (種類別)‐ 鰺燎所 (有床―幕床 )別 」

出典:hmp:″ w"mhLE●
"ノ

st1/shhB1/001023522 htm':r'考資料2(6)鯵 晰群分顛毎の集計(Eκd:12′ 4“Ю ,」

DPCデ ータの施設総数の現日の手術件数は、「OPC対摯病院 J、「DPC準 備病院 J、「OPCデ …夕を提出する出来高病院Jの 子衛件数の合計

7

田2「 H24年 OPCデータ」における田壼審対 口壺期日 : riた 24年 411～ 平成 25年 3月

②船員保険等加入者 Om員保餞等加入者

К032‐ 31は DP(療嘘以外で多く実施されている(?)



代表理事 会長 斎藤 敏―

公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会 法人の業種|ス ポーツ健康産業関連企業
法人会員規模11000万 人程度

■ 提案内容について

申出概要

分析手法

抽出内容等

■ 事務局作成

【集計内容について】BMIの 分析においては、考察において疾患内訳が必要か。保険局医療費適正化推進室において、
保険指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ」を中心に分析中の保健指導の生活習慣病に対する効果検証の試
みと一部重複する項目の存在についてはどうか。

【共有・公表方法】弓|き続き検討を要する。

運動等の活動状況と肥満、医療費および主要生活習慣病の発生状況に関する分析を行う。医療・介

護給付費の適正化。

予防に関する取 り組みの費用対効果はエビデンスが不明確であり、運動習慣 身体活動状況に着目
してBMI・ 医療費・疾病の発生動向を総合的視点で分析 した研究は少なく、健康産業の市場は限定

的になっている。肥満と医療費の関連についていくつかの対象 (保険者)の分析例有。

特定健診とレセプトを突合し、特定健診項目のうち、運動・疾患・身体活動の項目に絞り、それによる予防効果
の分析を、疾病発生動向に基づく医療費のインパクトの大きい3疾患を対象に絞り行う。

科 (入/DPC)、 医科外、調剤、特定健診/直近3年

報告書、学会誌等、その他 (報告会)

l BMI平均値、肥満度判定 (3段階)人数

運動習慣人数1回 30分 以上/週2回以上/1年以上/身体活動1日 1時間以上
3疾病の医療費平均金額、疾病の件数・発生率,HbA10 7段 階件数、血圧判定

区分 性・年齢別、
保険種別

|■「 |

|■|

CD―R

ポイン ト



薔磯データ

BMIの 状況

E■の状況

通勁ヨの状況

運麟習慣0複含状況

肥満度朋運動習慣の檀合状況

躍薇費の状況

肥高度別医巌費の状況

通働習慣の凛含

"■
壼費の状滉

舅女別・年齢贈緻躙(5歳田み)

男女別・年齢階級

"(5燿

llみ )

男女房・年齢贈繊月(5燿ヽみ)

男女別・年齢職績舞(5歳鶏み)

舅女驚。年齢臓餞鵬(6歳‖み)

肥属鷹判定(8段階)

舅女踊・年齢醸餞別(5彙■み)

肥満度判定(3段麟)

男女別・年齢階餞用(5歳

“

み)

)1人あたり饉壼費
> 森●

"暉

Ⅲ■
“

姜慮)

レ 1人あたり医療費
> 疾病別医療費(4疾患)

≧ 運鵬ロロ■檄合状況(3パタァン)

※BMiの平均破

自

入菫  ■ ■

人敬

1 撃壼費平匈金薇

層薇費平均金額

饉轟費平均全饉

参考

> 41寇儡静■計対彙倅撃   ‐ ■ :|
> レセブ出講罐伸数       ■
> 特定腱摯■●tプト突台集計対彙絆摯=

'8MIの
平均値

> 腱演魔

"定
(3段■)       .

1回 30分以上′燿2回 以上′1年以上

身体后働1日 1時 間以上

歩く遠魔

運動ヨ

“

手
=合

林況(8づ夕■ン)` |■ | ^摯 ■■11

週熟習慣等複合状況(8パタ…ン)    人数

ン

＞

＞

　

＞

―
|●2年 1,tem■ oロコ:|● lm● rof OI● JIY“

"o■

t●IM●い ●|●

“

9rde,=

BMiと医療費の関係

/BMIが 21●229の層に比べて、過体重では98%、 肥満層で

は223%の 医療費上昇がみられている
(宮城県大崎保健所館内の国保加入者の状況 )

5

8

7

>

10 疾■の発生状況

11 肥洒度用僕自の発生状況

12 籠満度用底病のリスク保有状況(HbAlo)

13 虔自のリスク保有状況(HbAl● )

14 肥満度

"疾

病のリスク保有状況(血圧)

15 候病のリスク保有状況(血圧)

16 運動習慣の複合別疾病の発生状況

男女別・年

“

階颯解(5歳‖み)

肥満魔判定(3穀職)

肥満度判定(8段階)層薬有無朋

男女囲・年齢臓崚別(6菫闘み)

肥清慶判定(8段階)服薬有無踊

舅女別・年

“

階級別(6歳闘み)

農病別(4疾患)

' 
晨輌驚(4疾島〕

> 候■目(1撲●)

> HbAlc判定(7段贈)

> HbAl●‖お(7段‖〕

, 血圧‖定(5段階)

).血圧判定〈1級

“

)  .   '

' 
運動,tn等複合状況(3パターン)

件鑽・発生率

件麟t発華率 ‐

件数

件薇  | |

件歓

件散:11111

件歌・発生率

上記1～ 16について、都道府県男1、 保険種別(6種 1国保/国保組合′協会けんぼ′船員保険腱康保険′共済保険)に集比

9



■ 模擬申出者について

技術戦略部 技術戦略部 深田 重―

富士フイルム株式会社 R&D統括本部 技術戦略部 法人の業種|(化学/医薬品/精密機器/化粧品/医療機器)

■提案内容について

申出概要

分析手法

抽出内容等
医科 (入 /DPC)、 医科外、調剤、特定健診、歯科
/平成20,21,22,23,24,25年 度

厚生労働省HP(ま たは自社WEBサ イ ト)

上 述

健

。
の
は

・

ヽ
案

果

界
有

業
提
結

限

共

企

の
Ｉ

　
Ｉ

各

用

トンイポ 保分析にとって比較分析ができるようなマクロ調査の希望。健診項目における医療費
NDBを用いた健診項目の中でも問診回答項目とメンタルヘルスの分析はまだなされてし

妥当性】健診と医科 レセプト突合可能なデータの、さかのぼる年度の検査データ値は
どうか。

公表方法】弓|き 続き検討を要する。

一の
なヽし
麟

ミ
ヽ
　

に

ユ
ヽ
。
費

レーションヘのNDBデータ活

対する影響について研究の

マクロ調査による傾向把握を行う。医療費推移を把握し、今後の予測と医療費適正化
シュミレーションを行う。

企業の健保経営は、病気治療の拡大、精神疾患による給与保障など納付金が増加1頃向に
ある (保険給付費/納付金 9%/14%増,H23 /H18年 度比)。 社員の保険料が引き上げ
られている。精神疾患そのものは医療費は高額ではないが、長期休業など労働損失につ
ながる場合が多く、企業活動において負担が大きい。

2

1 (突合)特定健診結果の必須項目のうち13項 目を保健指導判定値、受診勧奨判定値の階層化。健診
と突合可能な医科レセプトの生活習慣病疾患名もしくメンタル、歯科のひとりあたりの年間平均治
療費・人数。
(重点疾患の傾向把握)基準年に対 し、間診回答項目 (7項 目 朝食、睡眠、運動量、アルコール

等)十歯科治療さかのばれる年度起点にどのような治療を受けていたのかを探る。検査値を階層別
とし、さかのぼる年度の脳血管疾患、虚血性心疾患の人数、医療費を探る。

分 ‐区 性・年齢別

利用方法| 自社・自健保が保有す
るレセプト情報等に対
し、ベンチマークとし

て比較

10
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表頭 表側 集計項目

レセプトの疾病名        |
(透析、インシュリン投与中、メンタル 1特定検診結果の内13項目Ⅲlを 3ランク,2 13XIランク=39項 目

Ⅲl:13項 目は、特定診断項目21嗅日の内、必須項目(16項 目)から間診、身長、体菫を除く。

Ⅲ2:3ランクとは右記のOЭ③を示す。①く保険指導判定値く②<受診勧奨判定饉<③

‖λⅢ&H■ 購 年Om輝
箇暑富凛暑′票:潮

食、則 、ほ 劇 L運動量、刀 レコリ リ
1人

数・平均医療費(歯科は歯科処置人数・歯科医療費)

+:3ランクとは、以下の①②③を示す。①<保険指導判定値く②く受診勧奨判定儘
L ____

威25年度精原病受診者(H25)

成24年度精尿病受診者(H20

成23年度糖尿病受診者(H23)

成22年度精尿病受診者(H22)

威21年魔糖尿病受診者(H21)

(H20)

●
‥

一――一――――――――――― ―≦Q― 一__ ___一 ―‐―一―― 一



■ 模擬申出者について

副理事長 山本 高司

公益財団法人 ライオン歯科衛生研究所 業種|(ラ イオン株式会社 :化学)

■ 提案内容について

申出概要

分析手法

抽出内容等

■ 事務局作成

【結果の妥当性】歯周病の症状の程度をどう評価するか明確に定める必要がある点を、過去の審査において分科会で指
されている。

【共有 。公表方法】弓|き 続き検討を要する。

口腔疾患、特に歯周病とメタボリック症候群、呼吸器感染症、消化器感染症との関連性および

よび医科医療費・薬剤医療費への影響を横断研究として明らかにする。日腔保健の価値向上。

口腔状況と全身疾患の関連性については、個々の疾患との関連性をみた研究が大部分であり、
レセプト情報を用いて確認 した研究は少ない。歯周病と糖尿病の関連性に関する報告事例は

多数、動脈硬化性疾患との関連性は未確立。

歯科疾患別の医科指定疾患別件数・医療費・人数
口腔疾患 :① う歯、②総義歯または口腔環境③歯周炎・能動的治療④歯周炎・メンテナンス/SPTと

全身疾患 :医科医療費、薬剤医療費との関連性を分析する。

| | .1.::|.111i:

年齢10歳刻み、
1生男り、

都道府県別、

保険種別

そめ他111

ポイント
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歯肉共治療  メインテナンス

対象:米国の民間医療保険会社の被保険者116,306人  期間:2001年 1月～2002年12月

出晨:Aben DA etd,BMC Hen sm"ces ReSea勧 .0.lI13.2000

1′は、日‖芸量データを持つ全員を対象に【14132疾患尉、翼ll別に解析。
3～ ,6は、E科寝■・藁鷲繊

=の
情報より、特定痰■の■合を作成した上で解析

:憚1‡晏※
1書響|!iサ;‖:ill'‖‖:::lliliウil;I:影II:口

長/ピロリ「麟曇
地域,       3■府瞑蒲
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■ 模擬申出者について

研究開発本部 部長 菅沼 大行

カゴメ株式会社 研究開発本部 業種1食料品

■ 提案内容について

申出概要

分析手法

抽出内容等

■ 事務局作成

【結果の妥当性】国民健康栄養調査とNDBを都道府県を指標に突合した分析により、野菜摂取量と疾患の関連性を

本当に検出できるか否か。

【共有・公表方法】弓|き続き検討を要する。 (今後の共有対象は、医薬品の安全監視、並びに臨床開発関係者か)

疾病と野菜摂取量、収穫量などの相関を明らかにすることで、野菜摂取と疾病との関連

性を、国内の大規模ナショナルデータベースにより裏付けする。

lil評嚇脇 社会の超高齢化に伴い、治療から予防への転換が求められている。小規模あるいは海

外のヒト試験で野菜摂取と疾病との関連性が明ら力ヽこされている。

紐付け可能なデータにおいて、野菜の関与が示唆されている16疾患(がん、動脈硬化、高血圧、風邪、
COPD,NASH,lBS,便秘等)。 更に解析の質を担保するために交絡因子になりうる要素分析。
1 疾病小分類の年度ごとの罹患人数。特定健診データ(喫煙、飲酒、肥満状態、運動習慣、脂質異

常症指標、その他)、 同一人物の重複を排除。

躙
医科(入 /DPC)、 医科外 /平成22年 4月 -26年 3月 、

特定健診/平成22年 4月 -25年 3月

集計表および野菜摂取量と疾病、医療費との相関係数

上 述

性・年齢別(40～ 74歳 )

二次医療圏別

国民健康栄養調査

(公表値のみでは解析不能で情報開示

請求を要す)

作物調査

CD―R

ポイント



希目する集計表 徹  (20■0″ 20■3年度分〕

野菜による疾患予防効果の期待できる
■6種の疾患

・がん 籠槻継物〕
・胃がん (日のath生働)

・ 肺 が ん  (気管 ,・ 気管支および肺の籠性新生籍

・ 直 腸 が ん 憮 鍬 略層研 那 及び劇 肋 副 獅 生物)

・乳がん (リロの副獅生物)

。膀 肌 が ん 儒 脚 瀬 慨 性 物)

。前立腺がん (mm性 新生鞠)

。I型糖 尿 病  (ィ ンスリン非癬 確 ■尿病)

・動脈硬化 o暉Irt症 )

。自内陣 (自内障)

。高血圧 C誕― )

。脚   (な性●ロロ贅〔かせ〕く醸冒>)

|1 11普lill
彙針用固 20■0年4月～2011年 3月、2011年 4月～20■ 2年3月、2012年 4月～2013年 3月、20■3年4月～2014年 3月 )

=■
:二次医療日、性層、年齢31(40～74出の5●劇み)の人蠍

猥側 :疾綱小分類の特定籠37~~夕 (瞑燿.飲洒、En状態、その他)BIJの、年庄ごと 有病人数

※各疾書については、年度ごとの罹患の有無 (1年目の薔患実績●●無)で判断し、ロー人物のヴータが■繊しなも'
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